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決議 14.8（CoP16 で改正）＊ [ 仮訳 ]

附属書 I 、II 掲載種の定期的再検討

条約第 2 条の基本原則、および種の掲載が適切であ

ることを確保するために、最新の生物学および取引に

関する情報に基づき、附属書 I および II に掲げる種の

定期的再検討を行う必要性があることを認識し、

決議 11.1（CoP16 で改正）「委員会の設置」付記 2 h)

「決議する」において、動物委員会と植物委員会に対し、

CITES 附属書に掲げる動物または植物種の定期的再検

討を実施するよう命じていることを再確認し、

決議 9.24（CoP16 で改正）「附属書 I および II の改

正基準」において、条約の附属書を改正するための決

定が、確実で関連性のある科学情報に基づくことを確

保するための基準が設けられたことを認め、

種の定期的再検討を完了した結果、附属書 I もしく

は II を改正する勧告、または種が掲載された状態を維

持するという勧告が行われる場合があることを認め、

条約締約国会議は

以下のとおりに合意する。

a) 動物委員会と植物委員会は、附属書に掲げる分類

群の定期的な再検討の実施に関し、特に共同会議

の間、それらの経験を共有する（再検討の財源、

手続き、書式、査定結果を含む）。

b) 動物委員会と植物委員会は、附属書の定期的な再

検討の日程を定め、締約国会議（CoP）の次の 2

回の会期間に再検討するよう提案する分類群のリ

ストを特定する。このリストは再検討期間が始ま

る締約国会議後に委員会が行う最初の会合で決定

する。

c) 動物委員会と植物委員会に対し、以下のガイドラ

インに従うよう強く奨励する。

i) 動物委員会と植物委員会は、UNEP 世界自然保護

モニタリングセンターと協議し、分析のために

実用的な分類群（単数または複数）並びに取引

される標本を選ぶ。

ii) 以下の分類群は再検討の対象にしない。

A. 前 3 回の締約国会議で掲載提案の対象となった

種（提案の採否を問わない）

B. 著しい取引の再検討［決議 12.8（CoP13 で改正）］

などの進行中の再検討または過去 10 年以内に

実施された定期的な再検討の対象となった種

C. 締約国会議の有効な決定並びに決議により目 標

とされるその他の再検討の対象となった種。か

つ

D. 状態、分布域または取引における変化がなく、

附属書の改正を必要とする可能性がないことが

明らかな種

iii) 選択された分類群は、この決議の付記に概要を 

記したプロセスを使い査定される。

iv) 付記に従い実施される査定の結果である査定結

果では、以下の情報を集計表としてまとめる。

A. その分類群を最初に附属書に掲げたとき以来の

取引データの集計

B. 評価された場合、その種の IUCN カテゴリーを

含めた現在の保全状況

C. 現在の CITES 附属書掲載状況、最初の掲載日

D. 種の分布（生息国）

d) その結果としての要約表から、動物委員会と植物

委員会は再検討すべき分類群のリストを特定する。

e) 事務局は再検討すべき分類群案のリストを 1 部ず

つ全締約国に送付し、その分類群の生息国に対し、

その分類群を再検討する必要性に関して 60 日以

内に 意見を提出し、再検討の引き受けに対する関

心を表 明するよう求める。それに対する回答は、

事務局により動物委員会または植物委員会に伝え

られる。締約国会議の間の期間 2 回以内に、再検

討を引き受ける自発的申し出がない場合は、それ

らの分類群は再検討すべき種のリストから削除さ

れる。

f) 動物委員会と植物委員会は、責任を持って再検討

を実施するか、または主催し、生息国からの情報、

参加、支援を求める。動物委員会と植物委員会の

地域代表者は、分類群の再検討を支援するよう、

地域内の生息国からの援助を求める。

g) 動物委員会と植物委員会および締約国に対し、定

期的再検討を促進するために、次のことを行うよ

う奨励する。

i) アンダルシアの国際大学の CITES 修士課程など

の大学院生との共同作業

ii) IUCN-SSC 専門家グループなどの種の専門家を含

め、締約国ではない国の再検討担当者との共
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同作業

iii) 種の保全状態に関し、諸団体（IUCN、バードラ

イフなど）および締約国から容易に入手可能

な情報の利用

iv) 再検討に対する金銭的支援を、適宜、輸入国な

どに求めること

v) 動物種と植物種の分布域が重複するとき、動物

委員会と植物委員会の委員長の間のコミュニ

ケーションを増やし、締約国との調整を示唆

すること

h) 動物委員会と植物委員会の委員長は、プロセスを

開始するために常設委員会の承認を必要としない

ことに留意しつつ、定期的再検討の実施に関して

常設委員会に情報を提供し続ける。

i) 各再検討（附属書改正に使われる提案書の形で）は、

決議 Conf. 9.24（CoP16 で改正）中の基準を参

考にした勧告を明確に指定し、委員会の再検討を

受けるために、作業文書として動物委員会または

植物委員会に提出される。事務局は委員会の会合

に先立ち、これらの作業文書に関し、関連する生

息国に通知する。

j) ある分類群をある附属書から別の附属書に移すこ

と、または分類群を附属書から削除することが適

切であると再検討で示唆され、動物委員会または

植物委員会もそれに同意した場合、

i) 動物委員会または植物委員会は生息国と協議し、

附属書の改正案を作成する（または作成するよ

う手配する）。

ii) 事務局は動物委員会または植物委員会に代わ

り、提案の写しを生息国に提供し、次回締約国

会議でひとつ以上の生息国が提案を提出するよ

う要求する。

iii) どの生息国にも提案を提出する意志がない場

合、事務局は決議 11.1（CoP16 で改正）の指

定に従いそれを提出し、支持文書に生息国の意

見を盛り込むよう寄託政府に要求する。

iv) 附属書の定期的な再検討の結果として作成され

た提案は、締約国会議に提出して決定を受けな

ければな らない。

k) ある分類群をある附属書から別の附属書に移す

か、またはある分類群を附属書から削除するこ

とは、適切ではないと動物委員会または植物委

員会が決定した場合、同委員会は決議 Conf. 9.24

（CoP16 で改正）中の基準を参考にして決定案を

作成する。

事務局に対し、以前と現在の再検討される種、関連

する委員会文書の日付、再検討の結果としての勧告、

報告書と添付文書など、定期的再検討のために選ばれ

た種の記録の維持を命じる。

締約国、政府間組織、非政府組織、その他の関心の

ある組織に対し、附属書の定期的再検討の実施におけ

る動物委員会と植物委員会の仕事を支援するよう呼び

かける。                                                                       ■
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付記　附属書の定期的な再検討に関する分類群の査定手順

分類群に関する考慮事項

過去 10 年間に A、C、D 以外の供給源から

合法的な国際取引が行われたことがあるか

附属書 II附属書 I附属書 II附属書 I

附属書 I 掲載の適切

性を判断するための

再検討を考える。

附属書 II 掲載の適切

性を否定するための

再検討を勧告する。

何も行わない。

いずれかの種が外見

の類似性のために掲

載されたかどうか、

また、再検討が適切

かどうかを判断する

ために、動物委員会

または植物委員会に

ゆだねる。

附属書が適切に管理

されているかどうか

を確認するために、

取引の供給源の再検

討を勧告する。

査定結果 1
（分類群リスト）

査定結果 2
（分類群リスト）

査定結果 3
（分類群リスト）

査定結果 4
（分類群リスト）

集計表を作成

ない、または、わず
かな取引

または A、C、D の
供給源のみの取引

ある
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